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最高裁人任第1412号

令和2年9月9日

殿内閣総理大臣安倍晋
一
一
一

最高裁判所長官大谷直

判事兼簡易裁判所判事に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

たて うち ひさ し

検事 舘内比佐志(最高検察庁検事）

(発令希望日令和2年9月15日）

1



判事兼簡易裁判所判事任命資格調 （令和2年9月15日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京高判事兼東
京簡裁判事

最高検検事 舘内比佐志 昭35.11.4

裁判所法第42条第1項
（同条第2項職権特例
法第3条の3による場合
を含む） ，裁判所法第4
4条第1項（職権特例法
第3条の3による場合を
含む）

1



兼 官 理 由

簡易裁判所判事を兼官さ簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために，

せて裁判事務を適正に処理させたい。
｡

典

し

L
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最高裁人任第1378号

令和2年9月9日

殿内閣総理大臣安倍晋 三

最高裁判所長官大谷直 ノ

判事兼簡易裁判所判事に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

おって， 同人は，本官たる判事補としての任期が令和2年9月19日限り終了し，

同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となるものである。

たか べ ゆ み

高部祐未

令和2年9月20日）(発令希望日

１

蕊



判事兼簡易裁判所判事任命資格調 （令和2年9月20日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

盛岡地家判事兼
盛岡簡裁判事

盛岡地家判事補
兼盛岡簡裁判事

高部祐未 昭6α8．9

裁判所法第42条第1項
（同条第2項，職権特例
法第3条の3による場合
を含む） ，裁判所法第4
4条第1項（職権特例法
第3条の3による場合を
含む）



兼 官 理 由

簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために，簡易裁判所判事を兼官さ

せて裁判事務を適正に処理させたい。

／

〔し

ノ
ク
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最高裁人任第1379号

令和2年9月9日
p

殿内閣総理大臣安倍晋 三

最高裁判所長官大谷直

判事兼簡易裁判所判事に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

令和2年9月20日）(発令希望日

L

1

㎡



(別紙）

(京都地方裁判所判事補兼）
(京都家庭裁判所判事補）
(京都簡易裁判所判事）

判事補兼
簡易裁判所判事

まつ なみ たく や

松波卓也

(名古屋地方裁判所判事補兼）
(名古屋家庭裁判所判事補）
(豊橋簡易裁判所判事）

き むら た ろう

木村太郎同

(大分家庭裁判所判事補兼）
(大分地方裁判所判事補）
(中津簡易裁判所判事）

ゆう

篭手由増子
いち
一

同



判事兼簡易裁判所判事任命資格調 (令和2年9月201])

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

京都地家判事兼
京都簡裁判事

京都地家判事補
兼京都簡裁判事

松波卓也 昭61. 11 6

裁判所法第42条第1項
（同条第2項，職権特例
法第3条の3による場合
を含む） ，裁判所法第4
4条第1項（職権特例法
第3条の3による場合を
含む）

名古屋地家豊橋
支判事兼豊橋簡
裁判事

名古屋地家豊橋
支判事補兼豊橋
簡裁判事

木村太郎 昭59．8．18 〃

大分家地中津支
判事兼中津綴裁
判事

大分家地中津支
判事補兼中津簡
裁判事

増子由
一 昭61.3.24 ﾉノ

』
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●
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兼 官 理 由

簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために,簡易裁判所判事を兼官さ

せて裁判事務を適正に処理させたい。

Y



最高裁人任第1376号

令和2年9月9日

殿

最高裁判所長官大谷直

内閣総理大臣安倍晋 三

｜
’判事兼簡易裁判所判事に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

さな だ なお み

真田 尚美

(発令希望日 令和2年10月1日）
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判事兼簡易裁判所判事任命資格調 （令和2年10月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

名古屋高判事兼
名古屋簡裁判事

《
。

0 ◆

真田尚美 昭43.5.3

裁判所法第42条第1項
（同条第2項，職権特例
法第3条の3による場合
を含む） , 裁判所法第4
4条第1項（職権特例法
第3条の3による場合を
含む）

■ 1 1

ノ

■ 5



兼 官 理 ‘由
ト

簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために，簡易裁判所判事を兼官さ

せて裁判事務を適正に処理させたい。
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最高裁人任第1377号

令和2年9月9日

I
殿内閣総理大臣安倍晋

一
一
一

１
１f

最高裁判所長官大谷直 ノ

’
任命されるべき者を次のとおり指名する。判事補兼簡易裁判所判事に任命されるべき者をl

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

くら かた

倉方ユ リ

令和2年9月29日）(発令希望日

’

ノ



判事補兼簡易裁判所判事任命資格調 （令和2年9月29日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京地判事補兼
東京簡裁判事

倉方 コー リ 昭60.7. 12

我判所法第43条，同法
箒44条第1項（職権特
列法第3条の3による場
合を含む）

● 由



兼 官 理 由

簡易裁判所判事を兼官さ簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために，

せて裁判事務を適正に処理させたい。
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最高裁人任第1375号

令和2年9月9日

殿内閣総理大臣安倍晋 三

最高裁判所長官大谷直 ノ

簡易裁判所判事に兼ねて任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

おって， 同人は，兼官たる簡易裁判所判事としての任期が令和2年9月

り終了するものである。

／

19日限

ひら やま しゅんすけ

判 事 平山俊輔(福岡高等裁判所判事）

(発令希望日 令和2年9月20日）

『



(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 （令和2年9月20日）

補職さるべき庁 現職及び前職 氏 名 生年月日 根拠法規

福岡高那覇支判
事兼那覇簡裁判
事

福岡高那覇支判
事兼那覇簡裁判
事

平山俊輔 昭57,08.23 略

tﾛ e

I



兼 官 理 由

簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために，簡易裁判所判事を兼官さ

せて裁判事務を適正に処理させたい。
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